
船橋市食品ロス削減推進計画　行動計画【令和5年度実績】

食品ロス　１ 食品ロス　２ 食品ロス　３ 食品ロス　４ 食品ロス　５ 食品ロス　６ 食品ロス　７ 食品ロス　８ 食品ロス　９

現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み 現在の取り組み

ごみの減量に関する

周知啓発

ごみの減量に関する

周知啓発
食育を通じた周知啓発 食育を通じた周知啓発 食育を通じた周知啓発 事業者へのアプローチ 発生した食品ロス対策 発生した食品ロス対策 発生した食品ロス対策

食品ロス削減に向けた情報提供 防災備蓄品等の適切な管理 食育推進計画の推進 園児への食育 児童生徒への食育 ふなR連携事業者認定 フードドライブ

資源循環課 危機管理課 地域保健課 保育運営課 保健体育課 廃棄物指導課 資源循環課 危機管理課 資源循環課

計画
周知媒体数：

18媒体

周知延回数

10回

周知延回数

150回

園児への指導　　　　　　　　　　保護者

への情報提供

公立保育園２７園

食育だより等による周知　各校１回 ふなR連携事業の見直し
フードドライブ実施回数

3回（常設を除く）
適宜防災備蓄品の利活用

啓発物品の活用：

6イベント等

周知媒体数：20媒体
周知延回数

10回

周知延回数

150回
給食だより等における周知：２７施設

食育だより掲載学校数

５６校（６７％）
認定事業者10者増 フードドライブ実施回数：3回 適宜防災備蓄品の利活用 啓発物品の活用：2イベント等

1 1 1 1 2 1 1 1 4

施策番号

事業実施状況

区分

事業名 防災備蓄品（食料・飲料水）の有効活用

担当課

実績

食品ロスに関する説明や食品ロス削減に関する取り組み

について広く情報提供を行った。

①市HP【常時】

②広報ふなばし【6、10、2月】

③リサちゃんだよりプラス【10月】

④環境パネル展展示【6月】

⑤SNS（X）【6、10、2月】

⑥デジタルサイネージ【6、10、2月】

・本庁舎モニタ(静止画）

・駅前ペデストリアンデッキ(静止画）

・FACE(動画）

・イオン船橋店(動画）

・インフォメーションセンター(静止画）

⑦ふなっぷ【6、10、2月】

⑧ごみ分別アプリ（さんあ～る）【6、10、2月】

⑨ふなばし情報メール【６、10、2月】

⑩本庁舎入口メガフォト【10月】

⑪公共施設での食品ロス削減パネル展【10月】

・ふなばしメグスパ

・ふなばし三番瀬環境学習館

・本庁舎１階

⑫民間施設での食品ロス削減パネル展【10月】

・イトーヨーカドー船橋店

・イオン船橋店

・イオン高根木戸

⑬公共施設でのポスター掲示【10月】

・北部清掃工場

・南部清掃工場

・西浦資源リサイクル施設

・西浦処理場

・各公民館、出張所、連絡所

⑭民間施設でのポスター掲示【10月】

・市内セブンイレブン

・市内ファミリマート

・東京東信用金庫船橋支店

⑮YouTube【10月～】

・授業補助(峰台小学校、坪井小学校)

・子ども食堂ネットワーク

・三番瀬クリーンアップ

・食品ロス削減フェア

・埠頭会南部清掃工場見学会

・まちづくり出前講座

⑯ケーブルテレビ（ＪＣＯＭ）【10月】

⑰食育展パネル【6月】

⑱環境新聞エコふなプラス【10月】

⑲食品ロス削減チラシ【10月】

・東武百貨店船橋店

⑳食品ロスダイアリー【10月】

・資源循環課

・ふなばしメグスパ

内容

食料品等の消費期限の管理を徹底

し、普段の生活で消費する、「ロー

リングストック法」をうまく活用す

るなどをホームページ等で周知・啓

発する。

【周知内容】

・ローリングストック法による備蓄

方法の周知

・庁内・自主防災組織に対して期限

切れ前の備蓄品利活用に関する案内

【周知媒体】

・市ホームページ（随時）

・防災啓発講座及びイベント（随

時）

・自主防災組織へ案内（５月）

・ふなばしポータル掲示板へ掲載

（随時）

・市内の学校へ案内（５月）

・防災冊子へローリングストック法

の掲載（随時）

下記のイベント等で防災備蓄品の配

布を行った。

①環境フェア

②フードバンクふなばし

※備蓄食品の在庫状況とイベントの

兼ね合いで予定より少ない結果と

なった。

食育関連事業等を活用し、食品ロス

削減について周知を行った。

①食育月間（６月）の食育展でポス

ター掲示とフードドライブを実施し

た。

②幼児健診会場でポスター掲示によ

る周知を行った。

③食品ロス削減につながるレシピを

市ホームページで紹介した。

④食品ロス削減推進月間（１０月）

に市ホームページ「ふなばしの食

育」で周知した。

⑤食品ロス削減に関連する投稿を

facebookで発信した。

⑥資源循環課によるパネル展示（１

０月）に食品ロス削減ポスターを出

展した

各保育園において、園児には、食の

大切さと食への興味関心が持てるよ

うクラス回りの際の声掛け、栄養指

導、野菜栽培、出前調理を行う。ま

た保護者に対しては、家庭での食品

ロス削減に向けて情報の提供を行っ

た。

給食においては日頃より無駄のない

発注を行っている。

　

【周知方法】

・給食だより【10月】

・壁新聞　　【10月】

・食育媒体　【10月】

６月および１０月に食育だよりを通

じて、情報提供を行った。

既存のふなR連携事業に関して事業者

にヒアリングを行ったところ、「申

請の不便さ、煩雑さ、報告の手間」

が課題としてあげられたため、

令和５年３月に「申請書提出時、オ

ンライン申請システムの導入」、

「内容によって異なる申請書の統

一」、「原則年度末に提出する報告

書の廃止」を盛り込んだ要綱改正を

行った。

改正後の内容について、事業者立ち

入り時や打ち合わせ時に意見を聴取

したところ、「申請がスムーズに進

められそう」など前向きな意見をい

ただいた。

事業者へ制度ヒアリングと併せて、

事業PRを行ったことで食品ロスの削

減の項目で認定となった事業者が10

者増加した。

家庭や職場などで余った食材を集め、フードバ

ンク団体へ寄付するフードドライブを実施し

た。

【受付場所】

・各公民館（26館）

・ふなばしメグスパ

・市役所本庁舎４階資源循環課

【開催時期】

　①6月（17日～30日）　回収量　409.4ｋｇ

　②10月（16日～31日）　回収量　353.6ｋｇ

　③2月（1日～16日）　回収量　  110.06ｋｇ

【周知媒体】

・市ホームページ（6月、10月、2月）

・広報ふなばし（フードドライブ開催：6月、10

月、2月）

・リサちゃんだよりプラス（食品ロス削減月

間：10月）

・ＳＮＳ（X）（6月、10月、2月）

・デジタルサイネージ（本庁舎内モニター、各

種サイネージ）（6月、10月、2月）

・さんあ～る（6月、10月、2月）

・ふなばし情報メール（6月、10月、2月）

資源循環課とふなばしメグスパで、通年での受

付を行った。

【常設】

資源循環課　415.8kg

ふなばしメグスパ　334.3kg

小計　750.1ｋｇ

賞味期限のある備蓄食料品等の更

新・入れ替えの際に、回収した備蓄

食料品等を廃棄しないため、町会・

自治会等の自主防災組織、フードバ

ンクや市内の保育園等の希望する団

体に配布する。

【主な配布先】

・自主防災組織（町会・自治会等）

・各種防災イベント

・庁内

・フードバンク

・市内保育園　　等

評価

令

和

5

年

度
内容

・食品ロスに関する説明や食品ロス削減に関する取り組みについて広く情報

提供を行う。

・10月が「食品ロス削減月間」であり食品ロス削減の取り組みを推進するこ

とを周知する。

【周知内容】

・食品ロス発生量

・消費期限、賞味期限の違い

・食品ロス削減に向けた取り組みの紹介（フードドライブ）等

【周知媒体】

①市HP【常時】

②広報ふなばし【6、10、2月】

③リサちゃんだよりプラス【10月】

④環境パネル展展示【6月】

⑤SNS（X）【6、10、2月】

⑥デジタルサイネージ【6、10、2月】

⑦ふなっぷ【6、10、2月】

⑧ごみ分別アプリ（さんあ～る）【6、10、2月】

⑨ふなばし情報メール【６、10、2月】

⑩本庁舎入口メガフォト【10月】

⑪公共施設での食品ロス削減パネル展【10月】

⑫民間施設での食品ロス削減パネル展【10月】

⑬公共施設でのポスター掲示【10月】

⑭民間施設でのポスター掲示【10月】

⑮YouTube【10月～】

⑯ケーブルテレビ（ＪＣＯＭ）【10月】

⑰地域情報サイト（まいぷれ）【10月】

⑱食育展パネル【6月】

食料品等の消費期限の管理を徹底し、普段の生

活で消費する、「ローリングストック法」をう

まく活用するなどをホームページ等で周知・啓

発する。

【周知内容】

・ローリングストック法による備蓄方法の周知

・庁内・自主防災組織に対して期限切れ前の備

蓄品利活用に関する案内

【周知媒体】

・市ホームページ（随時）

・広報ふなばし（１０月）

・市公式X及び危機管理課Ｆacebook（１０月）

・自主防災組織へ案内（５月）

・ふなばしポータル掲示板へ掲載（随時）

・防災冊子へローリングストック法の掲載（随

時）

食育関連事業等を活用し、食品ロス削減に

ついて周知を行う。

①食育月間（６月）の食育展でポスター掲

示とフードドライブを実施する。

②幼児健診会場でポスター掲示による周知

を行う。

③食品ロス削減につながるレシピを市ホー

ムページで紹介する。

④食品ロス削減推進月間（１０月）に市

ホームページ「ふなばしの食育」で周知す

る。

⑤食品ロス削減に関連する投稿を

facebookで発信する。

園児には、食の大切さと食への興味

関心が持てるよう野菜栽培、食育指

導を行う。また保護者に対しては、

家庭での食品ロス削減に向けて情報

を提供する。

【周知方法】

・給食だより

・壁新聞

・食育媒体　等

児童生徒および保護者に対し、食品

ロスに関する情報提供を行う。

【時期】

・６月５日　環境の日

・10月  食品ロス削減月間、世界食

料デー月間

・10月16日　世界食料デー

【方法】食育だよりや給食メモを通

じた周知、啓発

・事業の認知度を高めるため、関係

団体等と協働し、事業者へ事業PRを

優先的に行う。

・令和５年度事業者への制度周知を

行うと同時に事業者へのヒアリング

を継続して行い、よりよい制度設計

行う。

・家庭や職場などで余った食材を集め、

フードバンク団体へ寄付するフードドライ

ブを実施することで、食品ロスの発生量を

削減する。

・常設化を行っている施設に関してデータ

解析を行い、受付場所について検討する。

【受付場所】（常設）

・ふなばしメグスパ

・市役所本庁舎４階資源循環課

【受付場所】（期間限定）

・各公民館（26館）

【開催時期】

・6月

・10月

・2月

賞味期限のある備蓄食料品等の更

新・入れ替えの際に、回収した備蓄

食料品等を廃棄しないため、町会・

自治会等の自主防災組織、フードバ

ンクや市内の保育園等の希望する団

体に配布する。

【主な配布先】

・自主防災組織（町会・自治会等）

・各種防災イベント

・庁内

・フードバンク

・市内保育園　　等

備蓄食料品について、環境啓発における啓

発物品としての活用を行うことで、環境配

慮への気運を高めるとともに食品ロスの発

生を防ぐ。

なお備蓄食料品の活用については、防災食

料品の更新時の余剰量に応じて、イベント

等での配布を行う。

①埠頭会一斉清掃

②ふなばし三番瀬環境学習館校外学習

③清掃工場見学

④夏休み親子見学会（8月）

⑤環境部所管施設（ふなばしメグスパ、ふ

なばし三番瀬環境学習館）利用者

⑥エコカレッジ受講生
・市ホームページ ２回

・防災啓発講座及びイベント １回

・自主防災組織へ案内（５月） １回

・ふなばしポータル掲示板 ４回

・市内の学校へ案内（５月） １回

・防災冊子へローリングストック法の掲載 １回

計画していた「広報ふなばし」「市公式X及び

危機管理課Ｆacebook」ではなく、イベント等

でのＰＲや市内の学校（市立小・中・高・特

支・県立高校・大学）への通知を行いました。



船橋市食品ロス削減推進計画　行動計画【令和5年度実績】

計画

施策番号

事業実施状況

区分

事業名

担当課

実績

内容

評価

令

和

5

年

度
内容

食品ロス　１０ 食品ロス　１１ 食品ロス　１２ 食品ロス　１３ 食品ロス　１４ 食品ロス　１５ 食品ロス　１６

実施を検討する取り組み 実施を検討する取り組み 実施を検討する取り組み 実施を検討する取り組み 実施を検討する取り組み 実施を検討する取り組み 新たな取り組み

市民へのアプローチ 市民へのアプローチ 市民へのアプローチ 事業者へのアプローチ 事業者へのアプローチ 事業者へのアプローチ 未利用食品を活用するための活動の支援

消費者講座 防災教育との連携 教科等における指導（授業展開） 事業者への指導 フードバンク活動助成金

消費生活センター 保健体育課 保健体育課、指導課 廃棄物指導課 商工振興課 農水産課 地域福祉課

消費者講座の開催：1回

周知延回数 4回

学校給食での活用：10校

授業での活用：8校

授業実施校：

小学校２０校

中学校６校

食品衛生責任者実務講習会への参加：１２

回

食品営業許可新規講習会への参加：６回

食品ロス削減に資する返礼品取扱い：2品
周知団体数：

2団体
助成制度の運用

講座開催数：1回

周知延回数：4回

学校給食での活用：10校

授業での活用：8校
市内全小・中学校

食品衛生責任者実務講習会への参加：１１

回

食品営業許可新規講習会への参加：７回

食品ロス削減に資する返礼品取扱い：1品 周知団体数：3団体 交付決定団体数：1団体

1 2 1 2 1 1 1

・学習指導要領の内容に則り、学習

者の年齢や発達段階に応じて、小・

中学校ともに、家庭科の「（Ｂ）衣

食住の生活」に関する学習活動の充

実を推進。

【実績】学校訪問や各研修会時に各

学校の取組内容の確認をし、適宜指

導・支援を行った。食品ロスやＳＤ

Ｇｓについては家庭科の授業だけで

はなく、総合的な学習の時間や特別

活動の時間でも取り上げる学校が増

え、教科横断的な視点からも、学校

全体での意識が高まってきている。

保健所で実施する「食品衛生責任者

実務講習会」、「食品営業許可新規

講習会」に参加し、事業系一般廃棄

物の適正処理、減量、食品ロスの削

減に関する説明を行った。更なる食

品ロス削減の推進を行うため、千葉

県にて作成した「食べきり運動」を

推進する卓上ＰＯＰの配布を行っ

た。

市内事業系一般廃棄物収取運搬業者

が搬入する食品リサイクル施設の現

地確認を行った。

市での施設PRの可否を確認し、食品

リサイクルの効果的なＰＲについて

検討を進めていく。

食品ロス削減に資する返礼品として

下記の品を取り扱っている。

・梨シードル（株式会社アデカ）

　外見や食感が悪くなったことによ

り廃棄されていた梨を使ったシード

ルを生産することで、食品ロスの削

減に繋げた。

また、共同ビジネスマッチング登録

事業者向けに、食品ロスの解消に繋

がる取り組みへの呼びかけや新規返

礼品の募集について周知を行った。

　以下の団体に規格外の農産物の加

工やフードバンク活動に関する周知

を行った。

　なお、船橋農業青少年クラブは食

品ロス削減フェアに参加した。

・JAいちかわ

・JAちば東葛

・船橋市農業青少年クラブ

市内でフードバンク活動を行う団体

に対して支援物品の配送費を助成す

る「船橋市フードバンク活動団体助

成金」の申請団体を募集し、申請の

あった1団体に対して交付決定した。

【周知】市HP、広報ふなばし（令和

5年5月15日号）

食品関連事業者への周知・啓発

専門家による食品ロスに関する講座

を開催する。

【開催時期】10月

【周知媒体】

・広報（10月1号掲載依頼予定）

・市ホームページ（10月）

・チラシ（10月）：消費生活セン

ターカウンターに設置

・ふなばし情報メール（10月）

・賞味期限間際の防災備蓄食品を活

用した給食メニューを実施した。

（防災備蓄クラッカーのチキンフラ

イなど）

・授業で食品ロス・防災についてと

りあげる。

（４年社会「くらしをまもる」な

ど）

・賞味期限間際の防災備蓄食品を活用した

給食メニューを実施する。

・授業で食品ロス・防災についてとりあげ

る。

専門家による食品ロスに関する講座を開催

する。

【開催時期】10月

【周知媒体】

・広報（10月1号掲載依頼予定）

・市ホームページ（10月）

・チラシ（10月）：消費生活センターカ

ウンターに設置

・ふなばし情報メール（10月）

・学習指導要領の内容に則り、学習者の年

齢や発達段階に応じて、小・中学校ともに

家庭科の「B）衣食住の生活」に関する学

習活動の充実を推進する。

・教科等の指導計画に沿った食に関する指

導、消費生活に関する指導を実施する。

・各講習会にて一般廃棄物の減量手法の説

明を行う。

・食品リサイクルを実施する施設へ立ち入

りを行い、協働での事業実施等を検討す

る。

共同ビジネスマッチング事業等を通じ、事

業者に食品ロスとなる見込みの食品がある

場合は、フードバンクへ寄附を検討するこ

とを周知・啓発する。

またふるさと納税返礼品において、食品ロ

ス削減に資する商品を取り扱うことを推進

する。

農業者に規格外の農産物の加工やフードバ

ンク活動に関する周知・啓発を図る。

【周知団体】

JAいちかわ

JAちば東葛

市内でフードバンク活動を行う団体に対し

て支援物品の配送費を助成する「船橋市

フードバンク活動団体助成金」を通じて、

フードバンク活動を支援する。

【周知】市HP、広報ふなばし


